
議案の概要と審議結果　（賛成・・・○、反対・・・×）

○令和2年第４回定例会　(１１月30日～１２月９日）

自民 公明 共産 民無ク 新宿会 社民 スタ新 ちい声 新守会 議決
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新宿区教育委員会委員任命の同意について

四谷特別出張所等区民施設特定天井等改修その他工事のため、請負契約を締結する。

柏木特別出張所等区民施設地下１階及び１階空調換気設備改修その他工事のため、請負契約を締結する。

　2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を
保障される権利」の主体であることが宣言され、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たしました。しかしながら，犯
罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は、未だ十分になされているとは言い難い状況です。
国は、犯罪被害者の権利に対応して、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っており、犯罪被害者支援の
充実を図るため、「犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実
効性を確保するための必要な措置を講じること。」、「犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支
援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。」等を国会及び政府に強く求めました。

障害者福祉センター（戸山一丁目22 番2 号） ・・・社会福祉法人新宿区障害者福祉協会

新宿中央公園（西新宿二丁目11 番） ・・・新宿中央公園パークアップ共同体

下落合地域交流館（下落合三丁目12 番33 号）

富久町保育園（富久町22 番21 号）

富久町児童館（富久町22 番21 号）

・・・社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会

・・・特定非営利活動法人ワーカーズコープ

・・・社会福祉法人新栄会

・・・社会福祉法人新栄会

新宿生活実習所（弁天町50 番地）

女神湖高原学園（長野県北佐久郡立科町大字芦田
八ケ野字赤沼平994 番地）

・・・信州リゾートサービス株式会社

今野雅裕氏

犯罪被害者支援の充実を求める意見書

新宿区教育委員会委員任命の同意について 年綱和代氏

若松地域センター（若松町12 番6 号） ・・・若松地域センター管理運営委員会

大久保地域センター（大久保二丁目12 番7 号） ・・・大久保地域センター管理運営委員会

戸塚地域センター（高田馬場二丁目18 番1 号） ・・・戸塚地域センター管理運営委員会

落合第一地域センター（下落合四丁目6 番7 号）

佐伯祐三アトリエ記念館（中落合二丁目4 番21 号） ・・・公益財団法人新宿未来創造財団

中村彝アトリエ記念館（下落合三丁目5 番7 号） ・・・公益財団法人新宿未来創造財団

大久保スポーツプラザ（大久保三丁目7 番42 号） ・・・公益財団法人新宿未来創造財団

新宿歴史博物館（四谷三栄町12 番16 号） ・・・公益財団法人新宿未来創造財団

林芙美子記念館（中井二丁目20 番1 号） ・・・公益財団法人新宿未来創造財団

・・・公益財団法人新宿未来創造財団

西戸山公園野球場（百人町四丁目1 番）、落合中央
公園野球場（上落合一丁目2 番）、西落合公園少年
野球場（西落合二丁目19 番）、甘泉園公園庭球場
（西早稲田三丁目5 番）、西落合公園庭球場（西落合
二丁目19 番）、落合中央公園庭球場（上落合一丁目
2 番）、妙正寺川公園運動広場（中野区松が丘一丁
目33 番）

・・・公益財団法人新宿未来創造財団

新宿コズミックスポーツセンター（大久保三丁目1 番2
号）
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四谷地域センター（内藤町87 番地）

漱石山房記念館（早稲田南町7 番地） ・・・公益財団法人新宿未来創造財団

・・・公益財団法人新宿未来創造財団

角筈地域センター（西新宿四丁目33 番7 号）

令和2年度新宿区一般会計補正予算（第10号）
補正予算額：△2億1,381万6千円、補正後予算額：1,994億3,205万4千円
補正の理由：議員期末報酬及び特別職諸手当（期末手当）0.05月引き下げ等に要する経費、会計年度任用職員の
期末手当支給率改定等に伴う給与費の減額に要する経費　等を計上

地方税法の改正に合わせ、延滞金の割合に係る用語を次のとおり改める 。
「特例基準割合」 ⇒「延滞金特例基準割合」

地方税法の改正に合わせ、延滞金の割合に係る用語を次のとおり改める 。
「特例基準割合」 ⇒「延滞金特例基準割合」

新宿区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例の一
部を改正する条例

令和2年特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数（現行
4.65月（再任用職員は2.45月））を0.05月引き下げ、4.60月（再任用職員は2.40月）とし、引き下げ分は、期末手当に
割り振る。

・・・公益財団法人新宿未来創造財団

新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

新宿文化センター（新宿六丁目14 番1 号）

・・・角筈地域センター管理運営委員会

赤城生涯学習館（赤城元町1 番3 号）、戸山生涯学習
館（戸山二丁目11 番101 号）、北新宿生涯学習館
（北新宿三丁目20 番2 号）、住吉町生涯学習館（住
吉町13 番3 号）、西戸山生涯学習館（百人町四丁目
7 番1 号）

公の施設の指定管理者の指定について

新宿スポーツセンター(大久保三丁目 5番1号 ) ・・・新宿スポーツテック＆サイエンス共同事業体

新宿区四谷特別出張所等区民施設特定天井等改修その他
工事請負契約

新宿区柏木特別出張所等区民施設地下1階及び1階空調換
気設備改修その他工事請負契約

令和2年度新宿区一般会計補正予算（第11号）

地方税法の改正に合わせ、延滞金の割合に係る用語を次のとおり改める 。
「特例基準割合」 ⇒「延滞金特例基準割合」
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新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例
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補正予算額：7億2,284万1千円、補正後予算額：2,001億5,489万5千円
補正の理由：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施した施設利用制限に伴う利用料金収入減及び感染防
止用品購入等に伴う指定管理料の増額に要する経費、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された区民に対
して支給する見舞金の実績増に伴う増額に要する経費、新宿区新型コロナウイルス検査スポット等の医療従事者等
に慰労品を支給するための経費、区立小学校、中学校及び養護学校の修学旅行等の中止に伴う代替行事の実施
に要する経費　等を計上

新宿区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する
条例の一部を改正する条例

新宿区東京2020オリンピック・パラリンピック区民参画基金条
例の一部を改正する条例

議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の12月に支給する期末手当に係る支給月数を「1.50月」から「1.45月」と
する。

新宿区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
の一部を改正する条例

新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例の一部を改正
する条例

区長及び副区長の12月に支給する期末手当に係る支給月数を「1.50月」から「1.45月」とする。

新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
令和2年特別区人事委員会の勧告を受け、職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数（現行4.65月（再任用
職員は2.45月））を0.05月引き下げ、4.60月（再任用職員は2.40月）とし、引き下げ分は、期末手当に割り振る。

新宿区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例

会計年度任用職員の期末手当の年間の支給月数（現行2.60月）を0.05月引き下げ、2.55月とする。

令和2年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第3号）
補正予算額：694万4千円、補正後予算額：273億2,049万6千円
補正の理由：高齢者総合相談センター移転（2所）に要する経費を計上

会派略称

自　民＝自由民主党新宿区議会議員団　公　明＝新宿区議会公明党
共　産＝日本共産党新宿区議会議員団　民無ク＝立憲民主党・無所属クラブ
新宿会＝新宿未来の会　　　　　　　　社　民＝社民党新宿区議会議員団
スタ新＝スタートアップ新宿　　　　　ちい声＝ちいさき声をすくいあげる会
新守会＝新宿区民を守る会

地方税法の改正に合わせ、延滞金の割合に係る用語を次のとおり改める 。
「特例基準割合」 ⇒「延滞金特例基準割合」

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催延期を踏まえ条例の失効日を令和4年3月31日までとする。

条
例
の
改
正
（

1
2
件
）

・・・落合第一地域センター管理運営委員会

落合第二地域センター（中落合四丁目17 番13 号） ・・・落合第二地域センター管理運営委員会

柏木地域センター（北新宿二丁目3 番7 号） ・・・柏木地域センター管理運営委員会

・・・四谷地域センター運営委員会

牛込簞笥地域センター（簞笥町15 番地） ・・・牛込簞笥地域センター管理運営委員会

榎町地域センター（早稲田町85 番地） ・・・榎町地域センター管理運営委員会

令和2年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算（第4号）
補正予算額：△2,783万2千円、補正後予算額：366億9,848万2千円
補正の理由：現員現給による調整及び期末手当支給率改定等に伴う給与費に要する経費を計上
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算

(
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新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条
例の一部を改正する条例

教育長の12月に支給する期末手当に係る支給月数を「1.50月」から「1.45月」とする。

令和2年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第2号）
補正予算額：△2,377万9千円、補正後予算額：273億1,355万円
補正の理由：現員現給による調整及び期末手当支給率改定等に伴う給与費に要する経費を計上

新宿区介護保険条例の一部を改正する条例

・普通徴収に係る介護保険料について、現行の賦課方式（暫定及び確定賦課）を確定賦課のみに一本化するとも
に、所要の改正を行う。
・地方税法の改正に合わせ、延滞金の割合に係る用語を次のとおり改める 。
　「特例基準割合」 ⇒「延滞金特例基準割合」

1／1


